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第５次子ども読書活動推進計画の策定の経過 

 

年月日 会 議 等 主 な 内 容  

 令和５年 

  ３月 ９日 

 

 

令和４年度第２回 

子ども読書活動推進会議 

 （以下「推進会議」という。） 

 

第５次計画に関する意見交換 

・計画策定スケジュール 

・国第５次基本計画（概要） 

 

 令和５年 

  ７月１４日 

令和５年度第１回推進会議 ・第４次計画の成果と課題整理 

・第５次計画の方向性 

 

  ９月１５日 

～９月２８日 

推進会議委員への書面での意見

照会 

計画（素案）について協議 

１１月 ２日 令和５年度第２回推進会議 計画（素案）について協議 

 
１１月 ７日 島根県教育委員会会議 

１２月１４日 島根県議会総務委員会 

１２月１５ 

 ～ 令和６年 

   １月１６日 

計画（素案）に対する 

パブリックコメント等の実施 

 

 

併せて市町村等への意見照会 

 

２月２０日 

 

令和５年度第３回推進会議 パブリックコメント等の結果を 

踏まえ、最終案の協議 

  
  ３月 ８日 島根県議会総務委員会 

  ３月２７日 島根県教育委員会会議   
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島根県子ども読書活動推進会議設置要綱 
 

（設置） 

第１条 島根県子ども読書活動推進計画に基づく、子どもの読書活動に関する施策の計画 

的な推進を図るため、島根県子ども読書活動推進会議（以下「推進会議」という。）を設

置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次の事項を所掌する。 

一 島根県子ども読書活動推進計画の策定に関すること。 

  二 島根県子ども読書活動推進計画の進行管理に関すること｡ 

 三 その他必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員の定数は１３名以内とする。 

 ２ 委員長は、構成員の中から互選する。  

 ３ 副委員長は、構成員の中から互選し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。 

 ４ 推進会議は、委員長が招集し、議長を務める。 

  ５ 議長は、必要があると認めるときは、構成員のうち、あらかじめ指名する者をもって

会議を開催することができる。 

  ６ 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

  ７ 推進会議に、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。 

 

（ワーキンググループ) 

第４条 ワーキンググループは、子ども読書に関係する島根県及び島根県教育委員会関係各  

課等の担当者をもって構成する。 

２ ワーキンググループは、島根県子ども読書活動推進計画の策定及び進行管理に関す   

ることを協議する。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ２ 委員は、再任されることができる。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、島根県教育庁社会教育課において担当する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱を定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に  

定める。 

 

  附則 

  この要綱は、平成２０年５月１５日から施行する。 

  附則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２４年５月２２日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２８年５月２５日から施行する。 
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島根県子ども読書活動推進会議委員 

任期：令和４年６月２日から令和６年６月１日まで   

氏 名 所属団体（役職） 備 考 

荒銀 恵美子 
学校司書（安来市立島田小学校） 

安来市読書ボランティア 

 

 

岩田 英作 島根県立大学松江キャンパス  委員長 

大坂 深雪 雲南市立木次図書館 
 

 

大羽 眞理子 
島根県国公立幼稚園・こども園長会 

（大田市立大田幼稚園） 
任期：令和５年６月２日から 

小田川 徹哉 
島根県学校図書館協議会 

（雲南市立三刀屋小学校） 

 

 

笠井 照美 
島根県国公立幼稚園・こども園長会 

（大田市立大田幼稚園） 
任期：令和５年６月１日まで 

鎌田 由美 
学校司書（浜田市立第一中学校） 

浜田市読書ボランティア 

 

 

木村 文明 
島根県高等学校図書館研究会 

（県立松江商業高等学校） 
 

木村 芳宣 
島根県特別支援学校長会 

（県立隠岐養護学校） 
任期：令和５年６月２日から 

武田 徹 
島根県図書館協会 

（島根県書店商業組合・今井書店） 
 副委員長 

野津 真一 
島根県特別支援学校長会 

（県立隠岐養護学校） 
任期：令和５年６月１日まで 

畠山 直文 
島根県公民館連絡協議会 

（松江市城西公民館） 

 

 

福冨 由希子 
島根県保育協議会 

（江津市 認定こども園・さくらこども園） 
 

真野 理佳 西ノ島町コミュニティ図書館 
 

 

横山 貴子 
学校司書（浜田市立弥栄中学校） 

浜田市読書ボランティア 
 

五十音順、敬称略 
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子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13 年法律第 154 号） 

 

 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項

を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言 

葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる

力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ども

があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極

的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動

の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書

活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積

極的な役割を果たすものとする。 

 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される

よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整

備に努めるものとする。 

 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 
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（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に

おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）

を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基

本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該

市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ど

も読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。 

 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ども

が積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな

ければならない。 

 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

 

○衆議院文部科学委員会における附帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備し

ていくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推

進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる

環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基

づき提供に努めるようにすること。 

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参

加については、その自主性を尊重すること。 
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学校図書館法（昭和 28年法律第 185号） 
 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備で

あることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別

支援学校の小学部を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程

及び特別支援学校の中学部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支

援学校の高等部を含む。）（以下「学校」という。）において、図書、視覚聴覚教育の資料

その他学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、整理し、及び保存

し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に

寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学

校の設備をいう。 

 

（設置義務） 

第三条 学校には、学校図書館を設けなければならない。 

 

（学校図書館の運営） 

第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生

徒及び教員の利用に供するものとする。 

一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。 

四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこ

と。 

五 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力するこ

と。 

２ 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させ

ることができる。 

 

（司書教諭） 

第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければなら

ない。 

２ 前項の司書教諭は、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除

く。）、指導教諭又は教諭（以下この項において「主幹教諭等」という。）をもつて充て

る。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければなら

ない。 

３ 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受け

て行う。 

４ 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その

他必要な事項は、文部科学省令で定める。 

 

（学校司書） 

第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、
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児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書

館の職務に従事する職員（次項において「学校司書」という。）を置くよう努めなければな

らない。 

２ 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（設置者の任務） 

第七条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校

図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。 

 

（国の任務） 

第八条 国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を

図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

一 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立するこ

と。 

二 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。 

三 前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置

を講ずること。 

 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 

（司書教諭の設置の特例） 

２ 学校には、平成十五年三月三十一日までの間（政令で定める規模以下の学校にあつては、

当分の間）、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。 

 

附 則 （昭和三三年五月六日法律第 136一三六号） 抄 

１ この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 

 

附 則 （昭和四一年六月三〇日法律第九八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 

 

附 則 （平成九年六月一一日法律第七六号） 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則 （平成一〇年六月一二日法律第一〇一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改

正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三

百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 
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附 則 （平成一五年七月一六日法律第一一七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

 

附 則 （平成一九年六月二七日法律第九六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日 

 

附 則 （平成二六年六月二七日法律第九三号） 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 国は、学校司書（この法律による改正後の学校図書館法（以下この項において「新法」と

いう。）第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。）の職務の内

容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、

新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等につ

いて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二七年六月二四日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 


